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   国立大学法人筑波技術大学学部入学者選抜等に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人筑波技術大学学則（平成２２年学則第１号。以下「学則」とい

う。）第１３条第２項及び第１４条の規定に基づき，学部の入学者選抜に関し，必要な事項を定

めるものとする。 

（入学者選抜の種類） 

第２条  学則第１４条に規定する学部の入学者選抜の種類は，次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）一般選抜 

（２）学校推薦型選抜 

（３）総合型選抜 

（４）社会人選抜 

（５）第３年次編入学 

（６）その他必要に応じて行う特別入試 

２ 入学者選抜は，入学者受入方針，募集人員，出願手続，検定料，試験方法，試験期日，試験場，

その他必要な事項を記載した年度ごとに定める入学試験実施要項及び募集要項に基づいて，これ

を行うものとする。 

（出願に必要な書類等及び提出の時期と方法） 

第３条 学則第１３条第２項に規定する入学の出願に必要な書類等及び提出の時期，方法等につい

ては，年度ごとに定める入学試験実施要項に定めるものとする。 

（出願の要件） 

第４条 産業技術学部に出願できる者は，次の各号のいずれかに該当する聴覚に障害がある者で，

両耳の聴力レベルがおおむね６０デシベル以上のもの又は補聴器等の使用によっても通常の

話声を解することが不可能若しくは著しく困難な程度のものとする。  

（１）特別支援学校（学校教育法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８０号）第１条

の規定による改正前の学校教育法第１条に規定する聾学校を含む。）高等部を卒業した者及

び卒業見込みの者 
（２）高等学校を卒業した者及び卒業見込みの者 

（３）中等教育学校を卒業した者及び卒業見込みの者 

（４）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者及び修了見込みの者 

（５）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者及び修了見込みの者又はこれ

に準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 

（６）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設

の当該課程を修了した者及び修了見込みの者 
（７）学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１５０条第３号の規定により，



 

文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他

の文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。）を文部科学大臣が定める日以後に修了し

た者及び修了見込みの者 

（８）学校教育法施行規則第１５０条第４号の規定により，高等学校を卒業した者と同等以上

の学力があると認められた者として文部科学大臣の指定した者 
（９）高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）により文部科学大臣

の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（同令附則第２条の規定による廃止前の大

学入学資格検定規程（昭和 26 年文部省令第１３号）により大学入学資格検定に合格した

者を含む。）及び合格見込みの者で入学年の３月３１日までに１８歳に達するもの 
（10）学校教育法（昭和２２年法律第２８号）第９０条第２項の規定により大学に入学した者

であって，当該者を本学において，大学における教育を受けるにふさわしい学力があると

認めたもの 
（11）本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で，入学年の３月３１日までに１８歳に達するもの 

２ 保健科学部に出願することができる者は，次の各号のいずれかに該当する視覚に障害があ

る者で，両眼の矯正視力がおおむね０.３未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもの

のうち，拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚による認識が不可能又は著し

く困難な程度のもの若しくは将来点字等の特別の方法による教育を必要とすることとなると

認められるものとする。 
（１）特別支援学校（学校教育法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８０号）第１条

の規定による改正前の学校教育法第１条に規定する盲学校を含む。）高等部を卒業した者及

び卒業見込みの者 
（２）高等学校を卒業した者及び卒業見込みの者 

（３）中等教育学校を卒業した者及び卒業見込みの者 

（４）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者及び修了見込みの者 

（５）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者及び修了見込みの者又はこれ

に準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 
（６）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設

の当該課程を修了した者及び修了見込みの者 

（７）学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１５０条第３号の規定により，

文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他

の文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。）を文部科学大臣が定める日以後に修了し

た者及び修了見込みの者 

（８）学校教育法施行規則第１５０条第４号の規定により，高等学校を卒業した者と同等以上

の学力があると認められた者として文部科学大臣の指定した者 
（９）高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）により文部科学大臣

の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（同令附則第２条の規定による廃止前の大

学入学資格検定規程（昭和 26 年文部省令第１３号）により大学入学資格検定に合格した

者を含む。）及び合格見込みの者で入学年の３月３１日までに１８歳に達するもの 
（10）学校教育法（昭和２２年法律第２８号）第９０条第２項の規定により大学に入学した者



 

であって，当該者を本学において，大学における教育を受けるにふさわしい学力があると

認めたもの 
（11）本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で，入学年の３月３１日までに１８歳に達するもの 
３ 共生社会創成学部に出願できる者は，次の各号のいずれかに該当し，共生社会創成学科(聴

覚障害コース)においては，聴覚に障害のある者で，両耳の聴力レベルがおおむね６０デシベ

ル以上のもの又は補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能若しくは著し

く困難な程度のもの，共生社会創成学科（視覚障害コース）においては，視覚に障害がある

者で，両目の矯正視力がおおむね０．３未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもの

のうち，拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚による認識が不可能若しくは

著しく困難な程度のもの若しくは将来点字等の特別の方法による教育を必要とすることとな

ると認められるものとする。 
（１）特別支援学校（学校教育法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８０号）第１条

の規定による改正前の学校教育法第１条に規定する盲学校を含む。）高等部を卒業した者及

び卒業見込みの者 
（２）高等学校を卒業した者及び卒業見込みの者 
（３）中等教育学校を卒業した者及び卒業見込みの者 
（４）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者及び修了見込みの者 
（５）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者及び修了見込みの者又はこれ

に準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 
（６）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設

の当該課程を修了した者及び修了見込みの者 
（７）学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１５０条第３号の規定により，

文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他

の文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。）を文部科学大臣が定める日以後に修了し

た者及び修了見込みの者 
（８）学校教育法施行規則第１５０条第４号の規定により，高等学校を卒業した者と同等以上

の学力があると認められた者として文部科学大臣の指定した者 
（９）高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）により文部科学大臣

の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（同令附則第２条の規定による廃止前の大

学入学資格検定規程（昭和 26 年文部省令第１３号）により大学入学資格検定に合格した

者を含む。）及び合格見込みの者で入学年の３月３１日までに１８歳に達するもの 
 （10）学校教育法（昭和２２年法律第２８号）第９０条第２項の規定により大学に入学した

者であって，当該者を本学において，大学における教育を受けるにふさわしい学力がある

と認めたもの 
（11）本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で，入学年の３月３１日までに１８歳に達するもの 
（出願の受理） 
第５条 第３条の出願書類等に不備がなく，国立大学法人筑波技術大学入学資格審査規程（平

成２３年規程第１５号）に基づき，第４条の出願の要件に該当すると認められたものについ



 

ては，出願を受理する。 
（検定料） 

第６条 志願者は，前条の出願に当たっては，国立大学法人筑波技術大学における授業料その他の

費用に関する規程（平成１７年規程第６６号）第２条別表１に定める額の検定料を納付しなけれ

ばならない。 

（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか学部の入学者選抜に関し，必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規程は，平成２３年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和７年４月１日から施行する。 

 


